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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　タービンホイール（３０）上に設けられたスロット（６６）に装着するための複合材ブ
レード組立体（１０）であって、当該複合材ブレード組立体が、
（ａ）翼形部部分（１６）と、翼形部シャンク部（１８）と、半径方向内側面（７８）を
有する翼形部ダブテールタング（２０）とで形成されるセラミック翼形部（１２）と、
（ｂ）プラットホームシャンク（２２）と、プラットホームシャンクキャビティ（５２）
と、半径方向内側プラットホームダブテールであってその長さが前記翼形部ダブテールタ
ング（２０）の半径方向内側面（７０）よりも半径方向内側にあって前記翼形部ダブテー
ルタング（２０）の半径方向内側面（７０）と隣接する半径方向内側プラットホームダブ
テールとを有する金属プラットホーム（１４）と
を備えており、前記セラミック翼形部ダブテールタング（２０）が前記金属プラットホー
ムシャンクキャビティ（５２）内に捕捉されて、使用時に前記セラミック翼形部（１２）
が前記金属プラットホーム（１４）とは独立して前記タービンホイール（３０）のスロッ
ト（６６）内に保持される、複合材ブレード組立体。
【請求項２】
　前記翼形部部分（１６）が、前記金属プラットホーム（１４）の半径方向外側面の開口
を通って突出する、請求項１記載の複合材ブレード組立体。
【請求項３】
　半径方向内側プラットホームダブテールが、少なくとも１つのダブテールタング（２４
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，２６，２８）を含んでいて、それら少なくとも１つのダブテールタング（２４，２６，
２８）が、対向する端部（５４，５６）の間の部分切り欠き部と共に形成される、請求項
２記載の複合材ブレード組立体。
【請求項４】
　前記セラミック翼形部（１２）が、ＣＭＣ複合材料から構成される、請求項１乃至請求
項３のいずれか１項記載の複合材ブレード組立体。
【請求項５】
　前記セラミック翼形部（１２）が、シリコンマトリクス繊維材料から構成される、請求
項１乃至請求項４のいずれか１項記載の複合材ブレード組立体。
【請求項６】
　前記セラミック翼形部（１２）が、窒化ケイ素又はモノリシックセラミック材料から構
成される、請求項１乃至請求項４のいずれか１項記載の複合材ブレード組立体。
【請求項７】
　タービンロータホイール（３０）であって、
各々が請求項１乃至請求項６のいずれか１項記載の複合材ブレード組立体からなる複数の
複合材ブレード組立体（１０）から構成され、各々の複合材ブレード組立体のセラミック
翼形部（１２）が、前記金属プラットホーム（１４）とは独立して前記タービンホイール
（３０）のスロット（６６）内に保持されている、タービンロータホイール。
【請求項８】
　セラミック翼形部（１２）を金属プラットホーム（１４）に取り付ける方法であって、
（ａ）翼形部部分（１６）と、シャンク部（１８）と、半径方向内側ダブテールタング（
２０）を備えるセラミック翼形部（１２）を用意する段階と、
（ｂ）前記セラミック翼形部（１２）のシャンク部（１８）及び半径方向内側ダブテール
タング（２０）の周りで金属プラットホームを鋳造する段階であって、金属プラットホー
ムの半径方向内側プラットホームダブテールをその長さが前記翼形部ダブテールタング（
２０）の半径方向内側面（７０）よりも半径方向内側にあって前記翼形部ダブテールタン
グ（２０）の半径方向内側面（７０）と隣接するように鋳造する段階と
を含む方法。
【請求項９】
　使用時に、前記セラミック翼形部（１２）の半径方向内側ダブテールタング（２０）の
半径方向内側面（７０）と、前記半径方向内側プラットホームダブテールの半径方向内側
ダブテールタングの外側面との間のクリアランスを維持する段階を含む、請求項８記載の
方法。
                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ターボ機械で使用するための複合材ブレード組立体に関し、より詳細には、
セラミック翼形部と金属プラットホームとの間の接合部に関する。
【背景技術】
【０００２】
　セラミックブレード構成に伴う現行の実施構成は、製造プロセス中に翼形部のベースに
組み込まれる一体型のプラットホームセクションを必要とする。これは、一体型プラット
ホームシステムの製作に関連した材料、労力、及び機械加工コストに起因して構成要素に
対するコストが増大する。実際に、部品製造の全体のコスト配分においてかなり大きなコ
ストがかかる。
【０００３】
　他の複合材ブレードは、機械的手段によりロータに取り付けられる別形成の翼形部及び
プラットホームを含む。更に別の複合材ブレードは、その金属プラットホームとセラミッ
ク翼形部セクションとの間に化学的接合部を用いる。これらの構成もまた労力集約的であ
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り製造コストがかさむ。
【０００４】
　プラットホームを金属材料から作ることは、プラットホームが最高温度に曝されないよ
り低温の用途において極めて有利である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】米国特許第７７６６６２３号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従って、一部の用途では望ましくない金属プラットホームと組み合わせてセラミック翼
形部技術を活用できる、簡素で比較的安価なセラミックブレードに対する必要性が依然と
してある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　非限定的で例示的な実施形態では、翼形部部分、ブレードシャンク部、及びブレードダ
ブテールタングと共に形成されるセラミック翼形部と、プラットホームシャンク及び半径
方向内側プラットホームダブテールを有する金属プラットホームとを備え、使用時にセラ
ミックブレードが金属プラットホームとは独立してタービンホイールのスロット内に保持
されるように、セラミックブレードが金属プラットホーム内に取り込まれる、タービンホ
イール上に設けられたスロットに装着するための複合材ブレード組立体が提供される。
【０００８】
　別の態様において、セラミックブレードとプラットホームシャンク及び半径方向内側プ
ラットホームダブテールを有する金属プラットホームとを各々が含む、複数の複合材翼形
部組立体が取り付けられたタービンロータホイールが提供され、セラミックブレードが、
使用時にセラミックブレードが金属プラットホームとは独立してタービンホイール内に保
持されるように、金属プラットホーム内に取り込まれたブレードダブテールタングを有す
る。
【０００９】
　更に別の態様において、翼形部部分、シャンク部分、及び半径方向内側ダブテールタン
グを備えたセラミックブレードを提供する段階と、セラミックブレードのシャンク部及び
半径方向内側ダブテールタングの周りに金属プラットホームを鋳造する段階とを含むセラ
ミックブレードを金属プラットホームに組み付ける方法が提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の非限定的で例示的な実施形態による、複合材ブレード組立体の側面図。
【図２】図１のブレード組立体から取り外された翼形部部分の斜視図。
【図３】ロータホイール上に設置された図１のブレード組立体の部分断面図。
【図４】本発明の非限定的で例示的な実施形態による、４つの複合材ブレード組立体の群
の斜視図。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　ここで、添付図面を参照しながら本発明を詳細に説明する。
【００１２】
　最初に図１～３を参照すると、本発明の非限定的且つ例示的な実施形態よる複合材ブレ
ード組立体は、セラミック翼形部１２及び金属プラットホーム１４を含む。図２で最も分
かるように、セラミック翼形部１２は、翼形部部分１６、シャンク部分１８、及び半径方
向最内端部にあるダブテールタング２０を含む。
【００１３】
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　金属プラットホーム１４（図１）は、プラットホームシャンク２２と、反対方向に延び
且つ他の部分は従来と同様のものであるプラットホームダブテールタング２４、２６、及
び２８とを含み、該ダブテールタングは、本明細書で詳細に説明されるロータホイール３
０（図３を参照）に形成される嵌合スロットで受けられるように適合される。プラットホ
ームシャンク２２は、一方の端部上にウィングシール３６、３８と、対向する端部上にシ
ール４０、４２を備えた対向するシャンク端部３２、３４を含む。いわゆる「スラッシュ
面」（１つが参照符号４４で示されている）の１つ又は両方は、必要に応じて軸方向及び
／又は半径方向シール（図示せず）の配置を可能にする細長い溝４６、４８、５０と共に
形成することができる。すなわち、金属プラットホーム１４は、実質的に中空であるよう
に見られ、ほぼプラットホームスラッシュ面４４、シャンク端部３２、３４、及び中間ダ
ブテールタング２６間にキャビティ５２が定められる。従って、半径方向外側プラットホ
ームタング２８の一部は、端部５４、５６間で切り取られ、中間プラットホームタング２
６につながる移行区域の一部は、端部５８、６０間で切り取られ、以下で説明される理由
から、プラットホームキャビティ５２の一部を形成するようになる。
【００１４】
　非限定的で例示的な実施形態では、セラミック翼形部１２は、例えば、ＣＭＣ材料、シ
リコンマトリクス繊維材料、窒化ケイ素セラミックス、又は繊維のないモノシリックセラ
ミック材料から形成される。他の好適なセラミック材料を利用できるが、どの場合におい
ても、セラミック材料は、タービン動作温度に耐えるだけでなく、以下で説明するように
翼形部の周りに金属プラットホームを製造する間のケーシング温度にも耐えるほど十分な
高温特性を有する必要がある。
【００１５】
　非限定的で例示的な実施形態では、翼形部シャンク部１８及び翼形部ダブテールタング
２０は、符号６４の接合部からタング２０の下面（を含めて）まで延びる、図２において
参照符号６２で示されるセラミックスラリーにより部分的に覆われる。その後、従来の鋳
造プロセスにより翼形部１２の周りにプラットホーム１４が鋳造され、図１及び３に示す
構成を生成するようにし、ここで翼形部シャンク部１８及び翼形部ダブテールタング２０
は、あらゆる種類の金属結合又は化学結合なしでプラットホームキャビティ５２内に取り
込まれる。翼形部ダブテールタング２０は、プラットホームダブテール切り欠き部５２内
に収められ、端部５４、５６間に上側プラットホームタング２８の実質的な連続部を形成
し、これにより通常の方法でロータホイール３０上へのブレード組立体１０の装荷を可能
にするような形状にされる。しかしながら、翼形部ダブテールタング２０は、他の方法で
は金属プラットホームに取付又は固定されない。図１及び３で分かるように、複合材ブレ
ード組立体がタービンロータホイール３０上に装荷されると、プラットホームダブテール
タング２４、２６、及び２８は、ロータホイール３０の嵌合ダブテールスロット６６内に
収まり、翼形部ダブテールタング２０は、スロット６６の半径方向外側端部内で且つプラ
ットホームタング２８の端部５４、５６間に軸方向に独立して係止される。タービンが作
動状態にあるときに、遠心力により翼形部１２が半径方向外向き方向に駆動され、翼形部
タング２０の嵌合面６８、７０、及び７２とロータスロット６６との間で接触を生じるよ
うになる。結果として、ブレードタング２０の内側面７８と、キャビティ５２の半径方向
最内面を定めるプラットホームタング２６の隣接面８０との間に僅かな半径方向ギャップ
７６が残る。
【００１６】
　同時に、翼形部部分１６はまた、金属プラットホーム１４に入る場所でシールされない
。むしろ、同様に図３で最も分かるように、極めて僅かなギャップ８２が翼形部部分１６
の金属周辺の周りに延びる。このギャップ８２は、セラミックと金属材料との熱膨張係数
の差に対応し、翼形部とプラットホームとの間で荷重伝達をしない従来の機械的方法によ
ってシールすることができる。
【００１７】
　図４は、ロータホイール３０上に装荷される実質的に同一の４つの複合材ブレード組立
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体１０の群を示す。ブレード組立体の各々は、上述のように構成され組み立てられ、ブレ
ードがホイールの周辺の周りに延びると理解される。
【００１８】
　本明細書で説明されるセラミックブレード組立体１０は、多くの利点を有する。例えば
、複合材ブレード組立体１０がタービンロータホイール３０上に設置されると、上記で説
明され且つ図３で最も分かるように、ロータホイールダブテール又はモミの木スロット６
６上の下側支持特徴部又は面は、金属プラットホーム１４を支持し、ロータホイールスロ
ットの上側ローブ又はタングは、ロータホイールスロットの上側ローブ又はタングは、セ
ラミックシャンク１８を支持することになる。この構成により、最終的には金属プラット
ホームをセラミック翼形部から結合解除し、熱介在物中の熱的不整合に起因して発生する
可能性がある亀裂形成が阻止される。翼形部の周辺と金属プラットホームとの間の小さな
ギャップ８０は、シャンクキャビティからの漏洩により、金属系に対するパージ流要件が
変わらないように管理することができる。セラミック翼形部は、翼形部とプラットホーム
との間のギャップを制御しながら、一体型プラットホームなしで製造されて、金属プラッ
トホームがＣＭＣ翼形部の周りで鋳造される鋳造プロセスにおいて使用することができる
。加えて、翼形部１２をプラットホーム１４に固定するため、相補的フック又は他の取付
手段が必要としない。従って、セラミック翼形部は、製造中又は作動中に金属プラットホ
ーム系と接触することがない。
【００１９】
　記載された構成は、エンジンのブレード列当たりの複合サイクル効率の好ましい段階的
変化を提供できることが明らかになった。
【００２０】
　現時点で最も実用的且つ好ましい実施形態であると考えられるものに関して本発明を説
明してきたが、本発明は、開示した実施形態に限定されるものではなく、逆に添付の請求
項の技術的思想及び範囲内に含まれる様々な修正形態及び均等な構成を保護するものであ
ることを理解されたい。
【符号の説明】
【００２１】
１０　ブレード組立体
１２　セラミック翼形部
１４　金属プラットホーム
１６　翼形部部分
１８　シャンク部分
２０　ダブテールタング
２２　プラットホームシャンク
２４，２６，２８　ダブテールタングｓ
３２，３４　シャンク端部
３６，３８　エンジェルウィングシール
４０，４２　シール
４４　スラッシュ面
４６，４８，５０　細長い溝
５２　プラットホームキャビティ
５２　ダブテール切り欠き部
５４，５６，５８，６０　端部
６６　ダブテールスロット又はロータスロット
６８，７０，７２，７４　嵌合面
７６　半径方向ギャップ
７８　内面
８０　隣接面
８２　ギャップ
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(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｆ０１Ｄ　　　５／００－３４　　　　
              Ｆ０１Ｄ　　２５／００　　　　
              Ｆ０２Ｃ　　　７／００　　　　
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